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令和５年度 学校関係者評価結果  （令和５年４月～令和６年３月） 

学校評価（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

１．教育理念・

目標 

①設置目的並びに教育目標が明確

に示されているか 
４ 

設置目的並びに教育目標は明確に示されている。 

設置目的は学則に明確に示され、学則は学生便覧・ホームページに掲載している。 

教育目標は、学生便覧・ホームページ・教室の前壁・学校案内に掲載している。 

設置目的（学則第１条） 

この専門学校は、教育基本法の精神に則り、学校教育法に従い、歯科衛生士法に規定する歯科

衛生士として必要な知識と技能を修得させ、有能な歯科衛生士を養成することを目的とする。 

教育目標 

１．学問と技術の習得  ２．豊かな人間性の育成  ３．人に貢献できる力と誇りの獲得 

②教育目標は卒業時の到達が読み

取れるものになっているか 
４ 

卒業時の到達目標が読み取れるよう、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・専門士授与の方針）を策

定している。 

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・専門士授与の方針）    

浜松歯科衛生士専門学校は医療の担い手として、卒業までに身につけるべき資質・能力を以下

に示します。 

１．歯科保健医療に求められる専門的知識、技術、コミュニケーション能力を有している。 

２．医療のプロフェッショナルとしての自覚と倫理観を備えている。 

３．生涯を通じて学習し続ける意欲を持っている。 

４．医療、保健及びその周囲の多職種と連携し、チームの一員として地域に貢献できる。 

③教育目標は定期的に見直されて

いるか 
４ 

教育目標は３年課程移行時に見直しを行い、現状の歯科医療にも即した内容であり適切であると

考える。令和３年度にディプロマ・ポリシー（卒業認定・専門士授与の方針）、カリキュラム・ポリシー

（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）を策定した。 

④教育目標は教職員・学生に浸透

しているか 
３ 

学生には、入学時や新年度のオリエンテーション等で説明するなど浸透するよう努めている。 

教職員は専任教員打合せ会や教職員会、教務委員会などの会議や打ち合わせ等で確認を行っ

ている。ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーも同様であるが、教職

員が共通理解し、学生に向き合うよう努めている。 

学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
４ 

教職員が教育目標や３つのポリシーを理解し学生教育に活かされているかを常に考え、学生教

育や学校の在り方については絶えず３つのポリシーに立ち帰り、教職員全員が確認できるような

体質になるよう求める。 



2 

 

学校評価       （評価点  ４ 適切  ３ ほぼ適切  ２ やや不適切  １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

２．教育活動 

①カリキュラムは教育目標が反映さ

れているか 
４ 

カリキュラムはカリキュラム検討委員会で検討し、教務委員会にて承認を受け決定している。 

教育目標を念頭に策定し、地域歯科医療に貢献できる歯科衛生士の育成に努めており、専任教

員はもとより講師会や臨床実習指導担当者会など、講義や実習の教授に係る指導者にもご協力い

ただきカリキュラムを作成している。 

②定期的なカリキュラムの見直しが

なされているか 
４ 

平成 25 年度に新カリキュラムを導入。その後も超高齢社会に対応すべく、歯科衛生過程や摂食嚥

下、口腔ケア、オーラルフレイル予防など、歯科衛生士として身につけるべき新しい分野も、授業、

学内実習、臨地・臨床実習に取り入れ見直しを行っている。 

また、令和５年度より文章を読み解く力、判断する力、レポートや実習記録を作成する力を強化す

るため新規科目「国語表現」を導入した。 

臨床歯科総論、歯周病学、摂食嚥下リハビリテーションの３科目については 10 年経過し内容も変

わってきているため、適切な科目名に変更した。 

教科書の改訂に伴い、時代に即した教育が提供できるよう継続して検討を重ねている。 

③テキストや教材は適切なものを選

定しているか 
４ テキストは、常に最新の情報を学生に教授できるよう検討し採用している。 

④シラバスが作成され学生に配布さ

れているか 
４ シラバスは毎年新たに作成し、４月に全学生に配布している。 

⑤授業の点検・評価が適切に実施さ

れているか 
４ 

授業に関するアンケートを実施し、結果を講師にお知らせする事で、よりよい授業につながるよう検

討をして頂いた。専任教員については担当する授業計画を作成し教務主任が評価・指導。さらに

実際の授業現場に入り評価・指導を行うことで授業の質向上に努めた。 

⑥資格試験の合格率は ４ 

令和５年度 39 期生の国家試験合格率は 100％であった。学級担任・副担任を中心に学生を指導

した。国家試験対策の担当者を配置し、時代の変化にも対応できるよう分析し、国家試験対策に活

かした。 

⑦資格試験不合格者の対策は ４ 

現役合格が望ましいが、今後具体的な対策を検討する必要がある。 

不合格者が出ることはごく稀なことになるが、平成 29 年度 33 期生の時に１名不合格者がおり、本

人の意思を尊重し、模試や定期的な通学学習など、継続的に学習できるよう支援を行った。 

⑧評価は適切な方法で行われてい

るか 
４ 

評価は科目修了試験の結果に、臨時試験の結果、出席状況、授業態度等を加味して担当講師が

決定している。実習は試験、レポート、提出物、演習・実習態度、出席状況など多面的に評価して

いる。規定されている成績評価の方法・基準により、厳格かつ適正に評価している。 

令和４年度よりオリジナル問題の卒業試験の実施を開始して、卒業認定のための理解度をより正確

に評価できるようにし、令和５年度は写真・図・表などを用いた問題を増やし、試験内容の充実をは

かった。   



3 

 

２．教育活動 

⑨目標に到達しない学生に対し適

切なフォローがなされているか 
４ 

目標に到達しない学生は、教務主任、教務副主任、担任、副担任、臨床実習担当者など専任教員

が放課後などを利用して指導した。実習も補習を行い、目標に到達できるよう指導を行った。 

定期的に担当教員や歯科医師チューターによる面談も行っている。状況に応じて保護者と連絡を

取り合い、カウンセラーと連携するなどして学生をサポートしている。 

臨床実習において、目標に達しなかった学生に対し追加実習を行い再評価を行った。 

⑩進級、卒業の判定審査は適切に

実施されているか 
４ 

進級、卒業の判定はシラバス記載の基準に従い、教務委員会に諮り校長が決定している。卒業認

定は学業成績・出席状況等評定し、教務委員会の議を経て校長が行い、厳格かつ適正に実施し

ている。 

学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
４ 

歯科医療に求められる新たな分野の知識及び技術革新に合わせた講義・実習を求める。 

国家試験不合格者の対応及び学校の方針やカリキュラムについての整備を求める。 
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学校評価       （評価点  ４ 適切  ３ ほぼ適切  ２ やや不適切  １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

３．学生受け入

れ 

①学生募集に関する資料（募集要

項・入学案内・その他）の内容等

は適切なものか。また、その方法・

時期は適切か。 

４ 

学生募集要項には、入学試験の必要事項、学費、入学検定料減免、スカラシップ制度、特待制

度、高等教育の修学支援新制度、奨学金、専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金

について記載している。 

入学案内には歯科衛生士の仕事内容、教育内容、就職状況、年間スケジュール、校長・卒業生

のメッセージ、Ｑ＆Ａなど、志願者が必要とする情報を記載している。 

その他、オープンキャンパス、ＡＯ入試、入試概要など補足資料を添付している。 

これらを配布、またホームページに掲載するなどして志願者に適切な情報を提供できるよう努めて

いる。 

毎年新年度に入ると次年度学生募集を開始し、高校生が遅滞なく必要な情報を収集できるよう配

慮している。また同内容をホームページに公開しており、常時確認できるようにしている。 

校舎北面道路側の学校名壁面看板は、バスを利用する高校生や一般の方に、バス車内アナウン

ス広告と合わせ広くＰＲできている。 

②学校説明会・体験入学の内容・時

期は適切か 
４ 

令和５年度は日程を早め、５月、６月は午前と午後の２回、７月、８月に計５回開催した。またこの５

回に参加できなかった者を対象に、個別対応の学校見学も行い、できる限りの学生募集活動を行

った。高校３年生が進路を決定する時期に沿って行う事ができた。 

③入学者選抜の方針・方法・時期は

適切か。 
４ 

選抜方針に関してはアドミッション・ポリシーを持っている。スカラシップ指定校推薦入試と指定校

推薦入試を一本化し、さらにスカラシップ試験を導入することで、能力のある学生の募集ができる

よう改善を行っている。選抜の時期は、上部機関の静岡県職業教育振興会の確認事項に従い設

定している。 

④志願者状況、定員充足率はどうか ４ 定員充足率は平成 21 年度以降毎年ほぼ 100％である。 

⑤中途退学の理由・実状を適切に

把握しているか 
４ 

中途退学者の理由・実状は適切に把握している。 

昨今進路変更という理由が多いが、その本当の理由は、勉強への不安や友人関係の不和などの

問題が見え隠れしていることを把握している。 

学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
４ 

18歳人口減少の対策として、高校生だけでなく小中学生に歯科衛生士の職業を知ってもらう啓蒙

活動についても検討を求める。 

入試での得点と１年終了時の定期試験における総得点がどのくらい相関しているか、入試改革前

と後とで比較することで入学者選抜のシステムをＰＤＣＡサイクルにのせられるとよい。 
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学校評価       （評価点  ４ 適切  ３ ほぼ適切  ２ やや不適切  １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

４．教職員組織 

①専任教員は設置基準を満たして

いるか 
４ 

専任教員は６名。全員免許取得後４年以上の歯科衛生士業務経験があり、設置基準を満たして

いる。 

②専任教員１人あたりの担当授業時

間数は適切か 
３ 

専任教員１人あたりの担当授業時間数は、歯科衛生士養成所指導ガイドライン記載の 「１人１週

間あたり 15 時間を標準とすること」を基本として設定しており、その授業計画、授業準備、授業報

告書の作成業務も勘案し、適切な担当科目時間数になるよう努めている。 

業務は、主要三科（歯科予防処置・診療補助・保健指導）の講義・実習で、実習はメインと、サブ

（補助）の担当がある。この他、臨床・臨地実習のオリエンテーション、フィードバック、次の臨床実

習のために行う対策の実習、国家試験対策、学級運営、行事、補習、担任・副担任業務、学生相

談等個別対応など、多岐に渡る。 

専任教員一人に業務が集中しないよう、教務主任を中心に専任教員全員が協力できる体制をと

って業務を進めるよう努めている。 

③教職員の職務分掌は明確になっ

ているか 
３ 

教職員の職務分掌は、主な担当業務から、講義担当、各実習担当及びその支援で入るサブのサ

ポート業務まで明確になっており、担当者の変更時も適切に対応できるよう業務の引継ぎ書類を

作成している。 

④教職員の能力、業務内容の評価

を定期的に実施しているか 
４ 

教職員の能力、業務内容の評価については、毎年自己評価を行い、管理者による個人面談を行

っている。教職員一人ひとりが成長し学校全体のパフォーマンスが上がるよう支援を行っている。 

⑤教職員の資質向上のためのシス

テムは適切に構築されているか 
４ 

静岡県職業教育振興会、全国歯科衛生士教育協議会、業者セミナー、浜松市歯科医師会や静

岡県歯科医師会、静岡県歯科衛生士会などが主催する研修が数多く開催されている。適切な研

修への参加を支援している。 

令和５年度は教職員の資質向上を目標に、対面形式の研修が増え、オンライン研修との併用で、

より多くの研修に参加して、資質向上に努めることができた。 

豊橋歯科衛生士専門学校との交流会では、情報交換や問題点の検討を行っている。 

講義については講師会、臨床実習については臨床実習指導担当者会を開催し、指導方法に関

する検討や情報の交換・共有を行った。 

⑥職員は業務が滞りなく遂行できる

人数を雇用しているか 
４ 

令和３年４月より浜松市歯科医師会の会立の学校として歯科医師会一体の組織となった。 

事務部と教務部の２系統になり、より滞りなく業務を遂行できるよう職務分掌の検討や業務の改善

を行っている。 

学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
３ 教職員の職務分掌については、再度真剣に議論をする時期に来ていると思われる。 
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学校評価       （評価点  ４ 適切  ３ ほぼ適切  ２ やや不適切  １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

５．施設・設備

等 

①講義室・実習室及び実習設備は

適切に設置、整備されているか 
４ 

講義室・実習室及び実習設備については、歯科衛生士養成所指導ガイドラインに従っており適切

である。各室の学生１人あたりの面積基準も満たしている。  

講義・実習に関する設備は標本室、機械室、器具・材料を保管する室、実習に関する準備室など

整備し、エックス線を扱う実習室には、関係法令に定める障害防止の措置を講ずるとともに、所定

の手続きを行っている。また教育上必要な機械器具、標本及び模型等は、歯科衛生士養成所指

導ガイドラインの第７条３項の（１）記載の別添２に定める機械器具、標本及び模型、その他等を保

有している。 

さらに超高齢社会における歯科衛生過程や口腔ケアの重要性からオーラルフレイル予防のため

の検査機器一式などを早期に購入し、学生教育に必要なものを積極的に整備し教育に反映させ

ている。 

②講義室・実習室の管理は適切に

行われているか 

 

４ 

学内全ての部屋の火器取扱い管理責任者を定め、防災訓練時に点検訓練を行い非常時に備え

ている。校内施錠時に日常点検を行っている。 

警備会社のセンサー管理を導入しており、不在時のトラブルにも備えている。 

③学生が自学自習できる環境は整

備されているか 
４ 

学生が自学自習できる教室は、１年生は第１教室、２年生は第２教室、３年生は第３教室に加え、

第１・２セミナー室と図書室。場合により実験室を開放しており、全室冷暖房完備である。 

④図書室は適切に整備されている

か 
３ 

図書室は一般図書 800冊と専門図書 1,000冊を保有しており、歯科衛生士養成所指導ガイドライ

ンに定める 1,000 冊以上でうち半分以上は専門図書とする基準を満たしている。また図書には分

類番号、整理番号を付番し管理している。その他パソコンも自由に使用でき、教育上必要なソフト

とインターネットへの接続、スキャニング、印刷ができるよう整備している。 

新刊の購入数が少ないと思われることから、計画的に専門図書を購入することを検討したい。 

⑤保健・相談室は適切に整備されて

いるか 
４ 

適切に整備されている。保健・相談室はベッド２台を設置し、学生が体調不良時に使用できるよう

にしている。また施錠した保管庫に応急処置用の包帯・絆創膏や薬、保健衛生備品を置いてい

る。またカウンセリングなど相談できる場を設置している。 

⑥教育用機器備品は整備されてお

り活用されているか 
３ 

教育用機器備品は、主に実習室で行われる専門教育に必要な機器備品と講義等で必要な機器

備品に分かれるが適切に整備し活用している。 

令和２年度よりオンライン授業が行えるシステムを導入し活用している。 

⑦職員室の管理は適切に行われて

いるか 
４ 

学生の情報や学業成績情報など、個人情報の取り扱いについてのルールを遵守し管理してい

る。職員室前の玄関ホールに防犯カメラを設置、退勤時にセキュリティー業者による管理に移行

するなど、適切な管理を行っている。 
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学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
３ 

実習面で必要と思われる新しい機器・器材・材料について、早期の導入を求める。 

今後はデジタル機器（エックス線装置とその周辺機器）等の導入が必須になると思われるのでそ

の準備をお願いしたい。 

施設・設備に関して、令和５年度は屋上の冷暖房設備の修繕を行っているが、今後は蛍光灯のＬ

ＥＤ化や、これまでの長期使用により修繕を必要とするものなど、計画的な実行を求める。 

図書の冊数は歯科衛生士養成所指導ガイドラインの基準は満たしているものの、課題研究などの

基礎資料となる最新の専門図書を購入し、より充実した学生教育を行うよう求める。 



8 

 

学校評価       （評価点  ４ 適切  ３ ほぼ適切  ２ やや不適切  １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

６．学生支援 

①奨学金等、経済的支援は整備さ

れているか 
４ 

整備されている。 

奨学金は日本学生支援機構の奨学金を主に取り扱い、40 名の学生が利用している。 

高等教育修学支援新制度の対象校に認定されており、令和６年度は 20 名が利用している。 

専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金は社会人で入学した３名が利用している。 

また学校の特待生制度がある。 

②学生の心身の健康についての支

援は整備されているか 

 

４ 

学生は体温及び行動記録により健康管理を行い、コロナ抗原検査キットを学生人数分常備し、感

染が疑われる状況に対応できるよう体制を整えていた。 

また入学後には「自己発見検査」を行い、物事に対する姿勢や強み、弱みなど自己理解を深め、

その後の成長につながるよう支援している。 

現在実習で使用するマスク・グローブ等消耗品は学校でまとめて購入し学生に販売する支援を行

っている。 

学生の相談は各学年１クラスに担任と副担任で対応している。年度初めに全員の面談を行い、その

後は本人の希望や試験後、臨床・臨地実習中やそのほか必要に応じて実施している。 

浜松市歯科医師会学校部員によるチューター面談を行い、学習と学生生活の相談を行っている。 

定期的にカウンセリングを行っており、必要な場合は個別に対応している。 

③学生の生活環境への支援は整備

されているか 

 

４ 

全室冷暖房完備。冬期には各教室に配置した加湿器で適切な湿度を保つよう配慮している。 

昼食は希望者に業者の弁当注文サービスを行っている。 

給湯器や電子レンジが利用でき、昼食時は第２セミナー室でも食事ができるように開放している。 

玄関ホールには、飲料の自動販売機とドリンクコーナーを設置し、販売料金も一般よりも安価に設

定している。またパンやクッキー、その他軽食なども購入できるよう改善した。 

普通教室には１人１台のロッカー、更衣室にもロッカーを１人１台設置している。また歯磨きを行う

ブラッシングルームも設置している。 

④各学校行事について、適切な運

営・管理が行われているか 

 

４ 

入学式、宣誓式、卒業式、患者実習、課題研究発表会等の行事及びクリスマスと春休み前のお

楽しみ会を実施した。また令和５年度は、春のプチ遠足、夏の運動会（ボウリング大会）、秋の日帰

り旅行、修学旅行などコロナ禍以前と同様に行事を実施することができた。 

これら学校行事は、専任教員打合せ会、教職員会などで必ず振り返り、改善点の洗い出しを行っ

ている。また教務委員会、学校運営委員会で報告し、学校関係者以外からの意見も収集し参考と

しており、常に改善・改革に努めている。 
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６．学生支援 

⑤防犯・防災訓練の実施等、不法侵

入・災害に対する整備は万全か 
４ 

防犯に関して、昨年度の意見・助言を受け、サスマタとその発展型のケルベロスを設置し、導入に

際して防犯講習会を開催した。今後は学生も含めた定期的な防犯訓練を行いたい。 

浜松市保健所と同じ敷地内にあり、不特定多数の一般市民が来所することを考慮し、入口の玄関

ホールに防犯カメラを設置し常時確認と録画を行っている。 

防災訓練は４月と９月の年２回実施している。令和５年度はＳＮＳを活用し安否確認システムの運

用実証試験を行い利用の目途がたった。 

学生は入学時にヘルメットと、飲料水、食料等の防災備品のセットを購入し、個人のロッカーで保

管し非常時に備えている。昨年度助言いただいたヘルメットは令和６年度入学生より折り畳み式タ

イプに変更した。 

学校も、飲料水、食料、トイレ用品や、発電機、ラジオ、照明などを備蓄、消費期限に合わせて入

替も行い、非常時に備えている。  

⑥進路活動に関する支援が整備さ

れ、機能しているか。また、改善を

図る措置が採られているか 

 

４ 

進路活動前にガイダンスを行い個別の相談にも応じている。またキャリアコンサルタント（国家資格

者）が常駐し、希望に応じ支援している。また学生個々の相談に迅速に対応できるよう就職活動

状況の把握に努めている。 

新型コロナ感染症の状況が落ち着いてきたこともあり、平常時とほぼ同様の求人数となった。 

学校からの求人依頼は最新の情報を元に県内歯科医院約 1,050 件に求人依頼を行っている。 

⑦卒業生への支援は整備されてい

るか 
４ 

平成 21 年より浜松市歯科医師会と連携し、卒業生の復職支援を行っている。 

年２回の同窓会報送付時に、復職支援の案内を同封し周知に努めている。 

また同窓会と学校、浜松市歯科医師会が協力し、同窓会セミナーを毎年実施。約 80 名の同窓生

が参加し旧交を温めている。令和５年度はオンラインと対面のハイブリッド形式により「同窓会セミ

ナー2023」を実施した。 

学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
４ 

学校に部外者が侵入し傷害事件を起こす事例が発生している事から、学生の安全を確保するた

めサスマタやその発展型ケルベロスを導入し、教職員の講習を行うなど防犯の強化を行ってい

る。またヘルメットも令和６年度入学生より折り畳み式に変更することになり評価する。 
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学校評価       （評価点  ４ 適切  ３ ほぼ適切  ２ やや不適切  １ 不適切） 

大項目 中項目 評価点 学校自己評価結果 

７．管理・運営 

①理事会・学校運営委員会・教務委

員会は、適切な管理の基に適時

適切に開催され、機能しているか 

４ 

浜松市歯科医師会理事会は毎月、学校運営委員会は定時年４回、教務委員会は毎月実施され

ているが、必要な場合は随時または臨時で開催している。それぞれの所掌事項について協議さ

れ、慎重審議の上で決定されており、適切な管理の基に適時適切に開催され、充分に機能を果

たしている。 

②定款・規定・内規・学則・運営規

則・施行細則は、適切に整備され

改善を図る措置が採られているか 

４ 

就業規則などの諸規程は浜松市歯科医師会の諸規程検討委員会が必要に応じて見直しを行っ

ている。また学則や学校運営規則、学校施行細則については学校運営委員会が検討し理事会

が決定しており、必要に応じて見直しを行っている。 

③消防計画、学校安全計画等は適

切に整備されているか 
４ 

法律に基づき防火管理者を置き、管理・監督に努めている。消防計画は浜松市歯科医師会と共

同ビルの口腔センター棟全体として届け出を行い、計画通り点検・訓練等を実施している。また学

校安全計画も防災訓練をはじめ、機械警備、電気設備点検、日常避難施設等点検、日常火気関

係、消防設備点検、誘導灯や避難器具の点検など漏れなく実施している。 

④個人情報保護法を遵守している

か 
４ 

個人情報の保護については定款・規定集に「特定個人情報基本方針」 「特定個人情報取扱規

則」を定め、周知・遵守している。また学生便覧に「個人情報の取り扱いについて」 を記載し、そ

の取り扱いについて学生に周知している。 

⑤ハラスメントに対する防止・対応策

が整備されているか 
４ 

「セクシャルハラスメント等の防止」として就業規則第 10 章雑則の第 43 条に記載し整備している。 

学生には学生便覧の「自分を守ろう」に記載し、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、

キャンパスハラスメント、モラルハラスメント、アルコールハラスメントなど様々であり、重要なことは、

相手がどのように感じ考えるかは個人によって違うという点を充分認識して行動することが大切で

あること。相手に不快な思いをさせないよう充分に配慮すること。これらを年度初めのオリエンテー

ションで指導している。教職員にはパワーハラスメント含め各ハラスメントの特徴やその留意点など

について周知している。 

⑥財務について会計監査が適正に

行われているか 
４ 

毎月の浜松市歯科医師会会計部長による会計検査、税理士２名により税務処理・会計処理の点

検が行われている。また年度の四半期ごとの業務ならびに会計監査、年度末監査を実施してい

る。全て学校運営委員会で報告及び協議され承認を受けた上で、理事会で決議されており、適

正に行われている。 
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７．管理・運営 

⑦財務状況は健全か ４ 

財務状況は健全であるが、収入に関連し令和５年度入学生は定員 44 名を満たすことができなか

った。借入金はなく毎年学費等収入と補助金のみで運営し、毎年単年度決算で当期正味財産をプ

ラスとし、正味財産期末残高も毎年ほぼ同等の幅で増加しており安定している。 

12 年の間隔をあけ令和５年度入学生より学費の値上げを行ったことから、財務状況は上向きな傾

向はあるものの、18歳人口の減少下においても定員確保できる学校運営と、物価上昇による経費

増大など今後予測される事態に備え、より安定した財務状況を目指していきたいと考える。 

⑧学校の財務情報を公開する適切

な体制が整備されているか 
４ 

学校の財務情報については、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、監査報告書を

浜松歯科衛生士専門学校のホーページで公開し、浜松市歯科医師会のホームページと掲示版

で公開している。 

学校関係者評価委員会からの評価点・意見助言 

（評価点 ４ 適切 ３ ほぼ適切 ２ やや不適切 １ 不適切） 
４ 

次年度は２学年、次々年度は３学年すべてで新たに値上げした授業料が納付されることになり、

運営的にはプラス要素もあるが、定員確保の困難さに加え、電気代の高騰、修繕費の発生など、

近い将来、財務状況が逼迫するリスクも高く、楽観視はできない。対策の検討を求める。 

 

 


